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建築基準法施行規則

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令（令和２年建設省令第13号）（抄） 

終改定：平成27月３月２日 

（確認検査業務規程の記載事項） 

第26条 法第77条の27第２項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 確認検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 

二 事務所の所在地及びその事務所が確認検査の業務を行う区域に関する事項 

三 確認検査の業務の範囲に関する事項 

四 確認検査の業務の実施方法に関する事項 

五 確認検査に係る手数料の収納の方法に関する事項 

六 確認検査員の選任及び解任に関する事項 

七 確認検査の業務に関する秘密の保持に関する事項 

八 確認検査員の配置に関する事項 

九 確認検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項 

十 確認検査の業務の実施体制に関する事項 

十一 確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項 

十二 法第77条の29の２各号に掲げる書類の備置き及び閲覧に関する事項 

十三 その他確認検査の業務の実施に関し必要な事項 

（図書の保存） 

第29条 法第77条の29第２項の確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第３条の

３において準用する施行規則第１条の３、施行規則第２条の２及び施行規則第３条、施行規則第４条の４の２

において準用する施行規則第４条、施行規則第４条の11の２において準用する施行規則第４条の８並びに施行

規則第４条の16第２項に規定する図書及び書類、施行規則第３条の５第３項第２号、施行規則第４条の７第３

項第２号、施行規則第４条の14第３項第２号及び施行規則第４条の16の２第３項第２号に掲げる書類、法第６

条の３第７項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（平成27年法律第53号）第12条第６項に規定する適合判定通知書又はその写し（建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律施行規則（平成28年国土交通省令第５号）第６条第１号に掲げる場合にあっては同号に規

定する認定書の写し、同条第２号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し、同条第３号に

掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し。）とする。 

２ 前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定確

認検査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気

ディスクをもって同項の図書及び書類に代えることができる。 

３ 法第77条の29第２項に規定する書類（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを

含む。）は、当該建築物又は工作物に係る法第６条第１項又は法第６条の２第１項の規定による確認済証（計画

の変更に係るものを除く。）の交付の日から15年間保存しなければならない。 




